（訪問介護相当サービス）
変更がない旨の申立書
　　年　　月　　日
(あて先)　笠　松　町　長　
所　在　地　                            
事業者名称                              
代表者氏名                         　 　
事業所名称　                            
記
介護保険法第１１５条の４５の６による指定の更新に当たり、既に笠松町に提出している下記の事項について、変更はありません。
なお、やむを得ず、当該申請のうち笠松町介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定手続き等に関する要綱第７条に規定する項目に変更が生じた場合には、速やかに変更届出書を提出します。
	
	添付書類
	添付省略

	1
	申請者の登記事項証明書又は条例等
	□

	2
	当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
	

	3
	サービス提供責任者経歴書
	

	4
	従業者の資格証の写し
	

	5
	【事業所が法人所有でない場合】
・賃貸借契約書、使用承諾証等の写し
【事業所が法人所有の場合】
　・建物の登記事項証明書（発行後３か月以内、写し可）
　・建築確認通知書又は検査済み証の写し
	□

	6
	事業所（当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。）の平面図（各室の用途を明示するものとする）
	

	7
	運営規定
	□

	8
	利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
	□

	9
	当該事業所の所在地以外の場所で、当該申請に係る事業の一部を行うときの名称・所在地
	□

	10
	第１号事業支給費算定に係る体制に関する届出書
	□

	11
	第１号事業支給費算定に係る体制等状況一覧表
	□


※届出済みの内容から変更がない場合、添付を省略することが可能です。
　添付を省略する場合は、「添付省略」にチェックを付けてください。
　届出済みの内容が不明確な場合には、必要書類一式を提出してください。
